
第 ３３ 号（1）

33

令和３年６月１日発行

◆ 目　　次 ◆

○ご 挨 拶　……………………………………………………………………　Ｐ２．Ｐ３

○臨時総代会、令和元年度決算　…………………………………………　Ｐ４．Ｐ５

○通常総代会、令和２年度事業報告　……………………………………　Ｐ６～Ｐ９

○令和３年度予算　 …………………………………………………………　Ｐ１０

○お 知 ら せ　…………………………………………………………………　Ｐ１１．Ｐ１２

水面に沿って帯のように咲く福岡堰の桜（茨城新聞社提供）

◆ 目　　次 ◆



（2）第 ３３ 号

　理事長の谷口でございま

す。広報の発行にあたり組合

員の皆様にご挨拶を申し上げ

ます。

　当改良区役員・総代・組合

員の皆様には、各種事業の推

進について日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼

を申し上げます。

　また、茨城県県南農林事務所、管内各市、そし

て茨城県土地改良事業団体連合会等、関係機関の

皆様にも、特段のご支援ご協力を頂き御礼を申し

上げます。

　まず、新型コロナウイルス感染症について、人々

の暮らしや経済に大きな打撃を与え、依然として

感染拡大の勢いが止まらない状況が続いておりま

す。感染症対策を踏まえ、昨年度末に開催された

通常総代会では、書面議決を活用し参集人数縮小

の中、総代皆様のご協力により全議案可決決定さ

れ、令和３年度の予算執行等をスタートさせるこ

とができました。皆様におかれましても、体調管

理に十分ご留意いただき、新型コロナウイルスの

一日も早い終息、そして平穏な日常が訪れますこ

とを切に願っております。

　近年の農業農村をめぐる環境が一段と厳しさを

増す中で、農業従事者の高齢化や兼業化等による

意識の多様化等を背景に、土地改良区を取り巻く

状況はますます厳しくなってきております。土地

改良施設は、多面的機能を有し公共的な財産であ

ることから、農村環境は地域で守らなくてはなり

ません。また、地域環境の保全、農業農村がもた

らすさまざまな機能が発揮され、この機能が次世

代に引き継がれるため皆様のご理解ご協力を賜り

ながら業務運営を推進してまいりますので、よろ

しくお願いいたします。

　さて、今年度の主な実施事業について、当改良

区発注分の農地耕作条件改善事業宮戸２期地区の

小排水路護岸工事や土地改良施設維持管理適正化

事業の城中用水樋門補修工事、県単土地改良事業

として３地区、その外に内郷工事を予定しており

ます。また、県営事業として、地盤沈下対策事業

福岡堰４期地区と小貝東部２期地区を引き続き整

備する予定です。さらに、県営経営体育成基盤整

備事業伊奈北部地区は、昨年度に引き続き今年度

も潤沢な予算で実施する予定となっておりますの

で、関係役員・総代・地元組合員の皆様のご理解

ご協力の程よろしくお願いいたします。

　昨年度は、県営経営体育成基盤整備事業伊奈二

期地区が、計画変更に伴う前原排水路の整備が終

わり事業完了となりました。関係者の皆様のご協

力に感謝を申し上げます。今後も計画的に事業を

推進していくため、各種制度、事業を有効活用で

きるよう関係機関と連携を深めながら予算確保に

向けて要望活動を行い、組合員の皆様の負担軽減

のため役職員一丸となり努力してまいります。ま

た、引き続き安定した用水の供給や施設の適切な

維持管理に努めてまいりますので、一層のご支援

ご協力をお願い申し上げます。　

　最後になりましたが、組合員の皆様そして各関

係機関の皆様のご健勝と更なるご発展をご祈念申

し上げましてご挨拶といたします。

福岡堰土地改良区　理事長　谷口　眞一

茨城県県南農林事務所　土地改良部門長　関口　勝行

　４月の定期人事異動によ

り、茨城県県南農林事務所土

地改良部門長として参りまし

た関口でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

　福岡堰土地改良区の皆様

方には、日頃より当管内の農業農村整備事業の推

進にあたりまして、特段のご支援とご協力を賜っ

ておりますこと、紙面をお借りしまして厚くお礼

を申し上げます。

　本県の農業につきましては、生産農業所得は全

国順位で第３位ですが、東京都中央卸売市場の青

果物取扱高は都道府県別で１７年連続で１位と

なっております。

　本県は、現在、平成３０年１１月に茨城県総合

計画を策定し「儲かる農業」の実現に取り組んで

いるところであり、令和３年度の新たな事業とし

まして「リーディング・アグリ・プレーヤー育成・

確保事業」に取り組むこととしています。

　この事業は、所得向上を目指す農業経営体等へ
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の農地集積に意欲的な地域を「重点支援地区」に

設定し、今後の本件農業の担い手を育成・確保す

るために、関係各課が連携し、必要な支援を行う

ものでございます。

　農業農村の整備につきましては、「儲かる農業」

の実現に向け、引き続き、生産性の高い水田や高

品質な青果物を安定供給できる畑地の基盤づくり

を推進し、また老朽化の進む農業水利施設等の計

画的な更新・補修に取り組んでまいります。また、

地域ぐるみで行う農地や水路、農道などの地域資

源を保全管理する共同活動を支援するなど美しく

元気な農村づくりにも取り組んでまいります。

　次に、福岡堰土地改良区管内で実施しておりま

す県営事業の今年度の事業概要について紹介させ

て頂きます。

　まず、経営体育成基盤整備事業伊奈北部地区、

伊奈北部２期地区、並びに地盤沈下対策事業福岡

堰４期地区においては排水路工事を、同じく地盤

沈下対策事業小貝東部２期地区においては用水路

工事を予定しております。事業の早期効果発現を

図るため、今後も引き続き予算確保に努めて参り

ます。

　なお、平成１８年度から取り組んできました経

営体育成基盤整備事業伊奈二期地区については、昨

年度ですべての工事が完了することができました。

関係者の皆様のご協力に感謝いたします。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と組

合員の皆様方のご健勝・ご多幸をお祈り申し上げ

ましてご挨拶といたします。

茨城県土地改良事業団体連合会　県南事業所長　川松　秀樹

　昨年度より引き続きまし

て、茨城県土地改良事業団体

連合会県南事業所長を務め

ることとなりました川松で

ございます。本年度もどうぞ

よろしくお願い致します。

　谷口理事長をはじめ、福岡堰土地改良区の皆様

方には、常日頃より農業農村整備事業の推進はも

とより本会の業務運営に対しまして、特段のご支

援ご協力を賜り、紙面をお借りしまして厚く御礼

申し上げます。

　昨年より新型コロナウィルス感染症が世界中で

猛威を振るい、多くの方が感染し、感染防止に向

けた対応が講ぜられるなど、社会経済や日常生活

に大きな影響を受けることとなりました。一刻も

早く感染が収束し、元の生活に戻れればと思って

おりましたが、今度は感染力の強い変異ウィルス

の感染拡大により大阪府や東京都などは再度、政

府に緊急事態宣言発出を要請することを正式に決

める方針に入りました。茨城県においてもクラス

ターが発生するなど第４波の入口を迎えておりま

す。そのため土浦・稲敷管内連絡協議会も昨年度

と同様に書面で開催することといたしました。本

会では最大限の注意・対策を行い業務を行って参

ります。会員の皆さまにはご不便・ご迷惑をおか

けしますがご理解・ご協力の程よろしくお願いい

たします。

　農業農村では高齢化・過疎化、担い手不足、地

域活力の低下や農業水利施設の老朽化など様々な

問題を抱えております。次世代の担い手にとって

魅力ある農業としていくためには、農地集積や農

業の高付加価値を図ることが必要となります。

　これらのことに鑑み、国においては 3 月 23 日に

今後 5 年間の土地改良事業の指針となる「新たな

土地改良長期計画」が閣議決定されました。産業

政策の視点からは担い手への農地集積・集約化、ス

マート農業の推進による生産コスト削減を通じた

農業競争力の強化。地域政策の視点からは所得と

雇用機会の確保、農村に人が住み続けるための条

件整備、地域共同活動による農地・農業用水等の

保全管理。両政策を支える視点では頻発化・激甚

化する災害に対応した排水施設整備・ため池対策

や流域治水の取得等による農業農村の強靱化等を

盛り込んでおります。

　本会においては令和 2 年度、令和 3 年度とも 3

名の職員を新規採用し、技術力・経験が豊富なベ

テラン職員から指導を受け、教育研修を行い、技

術職員の確保と育成も行っていきます。会員の皆

様が必要とする農業農村整備事業を的確かつ迅速

に実施するための技術者集団となり得るよう知識

の習得や技術力の向上を図って参ります。皆様方

には、今後ともご理解とご支援を賜りますようお

願い申し上げます。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と、組

合員の皆様方のご健勝をご祈念申し上げましてご

挨拶とさせていただきます。
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　令和２年１０月９日（金）に開催された臨時総代会にて、役員補欠選任（第４

被選任区・つくばみらい市豊地区理事）を実施した結果、榎田 実氏が理事に選

任されました。

役員補欠選任について

　令和２年１０月９日（金）、つくばみらい市伊奈公民館において、臨時

総代会が開催されました。新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、議

決方法を「出席による議決」の他に「書面議決」を活用し、参集人数縮

小の中、つくばみらい市福岡地区の大藤克義総代を議長に選出し、次の

議案について審議し、全議案原案通り承認及び可決決定されました。

第 １ 号議案　福岡堰土地改良区総代補欠席次決定について
第 ２ 号議案　福岡堰土地改良区役員の補欠選任について
第 ３ 号議案　令和元年度事業報告の承認について
第 ４ 号議案　令和元年度財産目録の承認について
第 ５ 号議案　令和元年度会計収入支出決算の承認について
　（ア）一般会計
　（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計
　（ウ）地区除外決済金特別会計
　（エ）地区除外決済金積立金特別会計
　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計
　（カ）農地耕作条件改善事業特別会計
　（キ）県単土地改良事業特別会計
第 ６ 号議案　令和２年度組合費賦課率及び徴収方法の議決中、一部変更について
第 ７ 号議案　令和２年度水利施設等保全高度化事業（実施計画策定事業）の施行議決中、一部変更について
第 ８ 号議案　令和２年度農地耕作条件改善事業の施行議決中、一部変更について
第 ９ 号議案　令和２年度県単土地改良事業の施行議決中、一部変更について
第１０号議案　令和２年度地区除外決済金積立金の運用処分の変更について

第１１号議案　令和２年度会計収入支出補正予算（案）の議決について

　（ア）一般会計
　（エ）地区除外決済金積立金特別会計
　（カ）農地耕作条件改善事業特別会計
　（キ）県単土地改良事業特別会計

　令和２年１０月９日（金）開催の臨時総代会において承認を得ました、令和元年度財産目録及び会計収入支出決算

は次の通りです。

資　　　　　産 負　　　　　債

流　動　資　産 ２６，８７４，１３６ 長　期　負　債 ０

特　定　資　産 ６３４，９２０，０９９ 短　期　負　債 ６３４，６７０，０９９

固　定　資　産 １６２，４９２，４６０

計 ８２４，２８６，６９５ 計 ６３４，６７０，０９９

（単位：円）

財　　産　　目　　録

令和元年度決算について令和元年度決算について
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会 計 収 入 支 出 決 算

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 組 合 費 ２０２，６９８，７８２ １. 事 務 費 ９４，４４６，０５７

２. 財 産 収 入 １５，０００ ２. 維 持 管 理 費 ３０，３２１，９０７

３. 補助金及び交付金 　２４，３４５，２００ ３. 事 業 費 ９２，１４９，８４６

４. 負担金及び寄付金 　１３，７８６，４６９ ４. 財 産 費 ３，９６８，３６３

５. 雑 収 入 　　４，８９５，７７６ ５. 借 入 費 ０

６. 繰 入 金 　２３，７２０，０２８ ６. 負 担 金 繰 出 金 ４５，２０７，２０４

７. 繰 越 金 　２７，００５，２４１ ７. 諸 費 １５，５１１，４１８

８. 予 備 費 ０

計 ２９６，４６６，４９６ 計 ２８１，６０４，７９５

（単位：円）

会　　計　　別 収入決算額 支出決算額 差 引 残 額 摘　　　要

（イ）常 勤 役 職 員 退 職
給 与 積 立 金 ７４，５６９，３２９ ２，８００，０００ ７１，７６９，３２９ 令和２年度へ繰越

（ウ）地 区 除 外 決 済 金 ２，３６４，２２２ ２，３６４，２２２ ０

（エ）地 区 除 外 決
済 金 積 立 金 ３３３，４１２，９０７ ２２，０００，０００ ３１１，４１２，９０７ 令和２年度へ繰越

（オ）備 品 費 及 び 財 産
費 引 当 積 立 金 ２５３，２０７，８６３ １，７２０，０００ ２５１，４８７，８６３ 令和２年度へ繰越

（カ）農 地 耕 作 条
件 改 善 事 業 ３０，００４，７２１ ３０，００４，７２１ ０

（キ）県単土地改良事業 ７，６５６，００７ ７，６５６，００７ ０

計 ７０１，２１５，０４９ ６６，５４４，９５０ ６３４，６７０，０９９

（単位：円）

差引残額　１４，８６１，７０１円は、令和２年度へ繰越

１、組合費（68.37%）２、財産収入（0.01%）

３、補助金及び交付金
　　　　    （8.21%）

４、負担金及び寄付金
　　　　　 （4.65%）

６、繰入金（8.00%） ７、繰越金（9.11%）

収　　入

５、雑収入（1.65%）
１、事務費
　　（33.54%）

２、維持管理費（10.77%）

３、事業費（32.72%）

４、財産費（1.41%）
５、借入費（0.00%）

７、諸費（5.51%）
８、予備費（0.00%）

支　　出
６、負担金繰出金（16.05%）
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　令和３年３月２６日（金）、つくばみらい市伊奈公民館において、通常

総代会が開催されました。新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、議

決方法を「出席による議決」の他に「書面議決」を活用し、参集人数縮

小の中、つくばみらい市小張地区の大枝昌博総代を議長に選出し、次の

議案について審議し、全議案原案通り可決決定されました。

第 １ 号議案　令和２年度水利施設等保全高度化事業（実施計画策定事業）の施行議決中、一部変更について

第 ２ 号議案　令和２年度農地耕作条件改善事業の施行議決中、一部変更について

第 ３ 号議案　令和２年度地区除外決済金積立金の運用処分の変更について

第 ４ 号議案　令和２年度会計収入支出補正予算（案）の議決について

　（ア）一般会計

　（ウ）地区除外決済金特別会計

　（エ）地区除外決済金積立金特別会計

　（カ）農地耕作条件改善事業特別会計

　（キ）県単土地改良事業特別会計

第 ５ 号議案　土地改良施設の被買収等に係る契約締結について

第 ６ 号議案　令和３年度組合費賦課率及び徴収方法の議決について

第 ７ 号議案　令和３年度土地改良施設維持管理適正化事業の施行について

第 ８ 号議案　令和３年度県単土地改良事業の施行について

第 ９ 号議案　令和３年度地区除外決済金積立金の運用処分について

第１０号議案　令和３年度会計収入支出予算（案）の議決について

　（ア）一般会計

　（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計

　（ウ）地区除外決済金特別会計

　（エ）地区除外決済金積立金特別会計

　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計

　（カ）農地耕作条件改善事業特別会計

　（キ）県単土地改良事業特別会計

第１１号議案　令和３年度予算内一時借入金限度額の議決について

令和２年度事業報告について令和２年度事業報告について
◆県営地盤沈下対策事業　福岡堰４期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

谷 井 田 沼 落 排 水 路

第 ２ － ３ 工 区
排水路工 Ｌ＝ 122.0 矢板護岸　 　　　　4.4 × 3.0

谷 井 田 沼 落 排 水 路

第 ３ － ３ 工 区
排水路工 Ｌ＝ 163.0 矢板護岸　 　　　　4.4 × 3.0
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県営地盤沈下対策事業福岡堰４期地区　谷井田沼落排水路　　施工前（左）・施工後（右）

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区　川通用水路　　施工前（左）・施工後（右）

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区　川通五ヶ村用水路　　施工前（左）・施工後（右）

◆県営地盤沈下対策事業　小貝東部２期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）
川 通 用 水 路
第 １ 工 区 用水路工 Ｌ＝ 505.9 三面水路 5.8 × 1.6

川 通 用 水 路
第 ２ 工 区 用水路工 Ｌ＝ 503.0 三面水路 4.7 ～ 5.8 × 1.6

川 通 五 ヶ 村 用 水 路
第 １ 工 区 用水路工 Ｌ＝ 584.6 三面水路

フリューム水路 1.3 ～ 1.4 × 0.9

川 通 五 ヶ 村 用 水 路
第 ２ 工 区 用水路工 Ｌ＝ 995.7 フリューム水路 0.4 ～ 0.6 × 0.4 ～ 0.6

寺 下 用 水 路 用水路工 Ｌ＝ 13.9 三面水路 1.0 × 0.9

川 通 末 端 用 水 路 用水路工 Ｌ＝ 56.2 三面水路 0.8 × 0.75 ～ 0.9
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◆県営経営体育成基盤整備事業　伊奈二期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

前 原 排 水 路 排水路工 Ｌ＝ 150.0 Ｂ型柵渠 5.0 × 1.2

県営経営体育成基盤整備事業伊奈二期地区　前原排水路　施工前（左）・施工後（右）

県営経営体育成基盤整備事業伊奈北部地区　小張地先　施工前（左）・施工後（右）

◆県営経営体育成基盤整備事業　伊奈北部地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

排水路護岸工事その１ 排水路工 Ｌ＝ 1,474.8 排水フリューム 0.4 ～ 1.0 × 0.6 ～ 0.9

排水路護岸工事その２ 排水路工 Ｌ＝ 1,283.5 排水フリューム 0.4 ～ 1.0 × 0.6 ～ 0.9

排水路護岸工事その３ 排水路工 Ｌ＝ 1,403.9 排水フリューム 0.4 ～ 1.0 × 0.6 ～ 0.9

排水路護岸工事その４ 排水路工 Ｌ＝ 1,547.3 排水フリューム 0.6 × 0.6 ～ 0.9

排水路護岸工事その５ 排水路工 Ｌ＝ 1,541.7 排水フリューム 0.4 ～ 1.0 × 0.6 ～ 0.9
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◆　そ　の　他　の　工　事　◆

種　　別 工　事　内　容

内 郷 工 事 幹線・支線・中用水路補修工、幹線・中排水路補修工

特 別 工 事 安全施設復旧工

施 設 破 損
復 旧 工 事 用水路・安全施設復旧工

農 地 転 用 工 事 用排水路護岸工、出入口暗渠工

◆土地改良施設維持管理適正化事業（第４２期生）◆

工　事　名 工　事　内　容

豊 体 除 塵 機
補 修 工 事

除塵機補修工 Ｎ＝２基

◆農地耕作条件改善事業◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

宮 戸 地 区 第 １ 工 区
排 水 路 護 岸 工 事

排水フリューム Ｌ＝ 272.9 0.6 × 0.9

宮 戸 地 区 第 ２ 工 区
排 水 路 護 岸 工 事

排水フリューム Ｌ＝ 497.3 0.6 × 0.6 ／ 0.9

農地耕作条件改善事業　宮戸地区第１工区　施工前（左）・施工後（右）
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（単位：円）

（単位：円）

一 般 会 計 収 支 共
２９７，１４３，０００円也

特 別 会 計 収 支 共
６６１，１２６，０００円也

令和３年度予算について令和３年度予算について

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 組 合 費 ２０８，３９７，０００ １. 事 務 費 １０４，９７４，０００

２. 財 産 収 入 ７，０００ ２. 維 持 管 理 費 ３７，１９５，０００

３. 補助金及び交付金 ２４，２６７，０００ ３. 事 業 費 ９２，６３２，０００

４. 負担金及び寄付金 １３，０２９，０００ ４. 財 産 費 ５，０００，０００

５. 雑 収 入 １，４１１，０００ ５. 借 入 費 １，０００

６. 繰 入 金 ３１，０３２，０００ ６. 負 担 金 繰 出 金 ４９，３４６，０００

７. 繰 越 金 １９，０００，０００ ７. 諸 費 ６，４６１，０００

８. 予 備 費 １，５３４，０００

計 ２９７，１４３，０００ 計 ２９７，１４３，０００

会　　計　　別 収入予算額 支出予算額

（イ）常 勤 役 職 員 退 職 給 与 積 立 金 ７７，７８９，０００ ７７，７８９，０００

（ウ）地 区 除 外 決 済 金 ３，８１２，０００ ３，８１２，０００

（エ）地 区 除 外 決 済 金 積 立 金 ２６７，５６３，０００ ２６７，５６３，０００

（オ）備 品 費 及 び 財 産 費 引 当 積 立 金 ２５１，９２５，０００ ２５１，９２５，０００

（カ）農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 ５０，００１，０００ ５０，００１，０００

（キ）県 単 土 地 改 良 事 業 １０，０３６，０００ １０，０３６，０００

計 ６６１，１２６，０００ ６６１，１２６，０００

１、組合費（70.13%）２、財産収入（0.00%）

３、補助金及び交付金
　　　  　  （8.17%）

４、負担金及び寄付金
　　　　　 （4.38%）

５、雑収入（0.47%）

６、繰入金（10.44%） ７、繰越金（6.39%）

収　　入
１、事務費
　　（35.33%）

２、維持管理費（12.52%）
３、事業費（31.17%）

４、財産費（1.68%）

５、借入費（0.00%）

７、諸費（2.17%）
８、予備費（0.52%）６、負担金繰出金

　　  （16.61%）

支　　出
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お  知  ら  せ
　当改良区管内には多数の用排水路があり、円滑なかんがいをする為、毎年２回の藻刈り及び堤塘草刈りを組
合員皆様のご協力により実施しております。昨年同様、新型コロナウイルス感染症対策として、手洗い・うがい、
三密（密閉・密集・密接）等に注意し執行して頂けますよう、第１回目が６月６日（日）・第２回目が７月２５日（日）
に予定されておりますので、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。
　又、近年刈払機による草刈り作業が多くなっており、事故の件数も増加しております。満足な補償とまでは
いきませんが、傷害保険に加入しておりますので事故やケガには充分注意して頂き、万一の場合には当改良区
へご連絡をお願い致します。尚、用排水の通水を妨げないよう水路内へ草が落ちてしまった場合には、取り除
いて頂きますようお願い致します。

▼管内用排水路の藻刈り及び堤塘草刈りについて

　毎年、用排水路へのごみの不法投棄が一向に減らず、下流の用排水の通水に支障をきたしています。当改良
区としても、警察に被害届を出している状況ですが、周りへの迷惑を承知で投棄する心ない行為に非常に悲し
く残念に思います。又、ごみの処理には毎年多大な経費を要しており、組合員の皆様から納めて頂いている賦
課金を充用している状況です。この現状にご理解頂き、ごみに対する意識を高め、絶対にごみを捨てない、捨
てさせないように皆さんのご協力をお願い致します。

▼ごみの投棄から水路を守ろう
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こんな時には届出・申請が必要です！こんな時には届出・申請が必要です！

　毎年５月に賦課金通知書と一緒に賦課地積の内

訳として土地明細書を同封しておりますので、ご

確認下さるようお願いします。

　耕作地の移動又は組合員名に変更がある場合

は、土地改良法により、本人が土地改良区へ届け

出ることになっておりますので、必ず届け出るよ

うお願い致します。

組合員変更及び耕作移動
　組合費の納付につきましては、市役所窓口での

納付ができません。又、金融機関での振込納付の

手数料は、組合員さんご本人に負担して頂くこと

になりますので、是非、口座振替納付をご利用下

さい。

　手続きは簡単で、口座振替手数料の負担もあり

ませんので、より多くの皆様からのお申し込みを

お待ちしております。 

口座振替の申し込み

　農地を農地以外のものに転用するときには、あ

らかじめ土地改良区に地区除外の申請をして下さ

い。

　土地改良区では、その土地を転用することによ

り、付近の他の農地に被害がないかどうかを検討

した後に土地改良区の意見書等を交付します。そ

の際に地区除外決済金等を納めて頂きますが、こ

れは土地改良法で義務づけられており、その土地

を地区除外することにより、残された農地が将来

加重な負担にならないようにするためのものです。

　公共事業用地として買収又は寄付した土地も同

様に決済金等を納めて頂くことになりますので、

事業主体（買収者）が手続きをするように充分に

話し合いをして下さい。手続きをしないと賦課さ

れますので、注意して下さるようお願い致します。

農地を転用するとき
　福岡堰土地改良区の区域内には、大小の用排

水路があります。このうち排水路に浄化槽を通

して雑排水等を放流しようとする場合には、土

地改良区の承認が必要です。本来、排水路は農

業排水が目的であり、各家庭、事業所等から出

る排水は、公共下水等で処理されることになっ

ておりますが、その設備が無く、やむを得ず排

水路への放流が必要な場合は、農作物に対する

影響等を検討し、水質基準等を定め、認めてお

ります。

　土地改良区の排水路へ浄化槽を通して雑排水

等を放流するときは、必ず事前に承認を受けて

から放流して下さい。

浄化処理水等を放流するとき

ホームページのご利用について
　当改良区ではホームページを開設しておりま
す。こちらでは組合員の皆様へのお知らせに加え、
当区の運営状況、沿革や概要等も掲載しておりま
すので、ご利用頂けたら幸いです。また、各種手
続きに伴う申請書等を印刷することも出来ますの
でご利用下さい。

福岡堰土地改良区 検索

　生前、土地改良区の運営及び土地改良事業の推進にご尽力賜りましたことに

深く感謝を申し上げ、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

つくばみらい市豊地区　理事

故　竹内　正

令和２年７月１６日　ご逝去

つくばみらい市三島地区　理事

故　鈴木　喜代志

令和３年３月３０日　ご逝去

お悔やみ


